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平成２１年第６回八峰町議会臨時議会会議録

平成２１年８月２０日（木曜日）

議 事 日 程 第 １ 号

平成２１年８月２０日（木曜日）午前１０時開会

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸般の報告

第 ４ 議案第９１号 専決処分事項の報告について

（平成21年度八峰町一般会計補正予算（第６号））

第 ５ 議案第９２号 工事請負契約の締結について

第 ７ 議案第９３号 工事請負契約の締結について

第 ８ 議案第９４号 平成２１年度八峰町一般会計補正予算（第７号）

出席議員（１５人）

１番 松 岡 清 悦 ２番 大 山 義 昭 ４番 今 井 一 政

５番 佐 藤 克 實 ６番 丸 山 あつ子 ７番 門 脇 直 樹

８番 菊 地 薫 ９番 福 司 憲 友 １０番 鈴 木 一 彦

１１番 柴 田 正 高 １２番 芦 崎 達 美 １４番 見 上 政 子

１５番 須 藤 正 人 １６番 阿 部 栄 悦

欠席議員（１人） ３番 石 塚 正 一

説明のため出席した者

町 長 加 藤 和 夫 副 町 長 佐々木 正 憲

教 育 長 千 葉 良 一 会 計 課 長 伊 藤 進

総 務 課 長 嶋 津 宣 美 企画財政課長 米 森 昭 一

福祉保健課長 佐々木 充 管 財 課 長 伊 勢 均
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税 務 課 長 小 林 孝 一 生涯学習課長 齊 藤 英市郎

産業振興課長 須 藤 德 雄 農業振興課長 松 森 尚 文

建 設 課 長 武 田 武 幼児保育課長 加賀谷 敏 一

農業委員会事務局長 小 林 慶 範 学校教育課長 辻 正 英

学校給食センター所長 木 村 学 峰浜町民サービス課長 金 平 嘉 孝

議会事務局職員出席者

議会事務局長 岡 田 辰 雄 書 記 吉 元 和歌子

午前１０時００分 開 会

○議長（阿部栄悦君） おはようございます。

ただいまの出席議員数は15名です。定足数に達しておりますので、これより平成21年

第６回八峰町議会臨時会を開会します。

本日の会議を開きます。３番石塚正一議員より体調不良により欠席届が提出されてお

りますので、ご報告いたします。

本日の会議は、皆さんのお手元に配布しております日程表にしたがって進めて参りた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、八峰町議会会議規則第117条の規定により、７番門脇直樹君、８

番菊地薫君、９番福司憲友君の３名を指名します。

日程第２、会期の決定を議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日

限りとしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（阿部栄悦君） 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日１日限

りと決定しました。

日程第３、諸般の報告を行います。

議長報告につきましては、別紙報告書のとおりでありますので、朗読は省略させてい

ただきます。

加藤町長より発言を求められておりますので、これを許します。加藤町長。

○町長（加藤和夫君）

皆さんおはようございます。
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本日、平成21年第６回八峰町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の

皆様にはお忙しいところご出席をいただき有難うございます。

さて、７月は２度にわたる豪雨災害が発生し、農林業をはじめ生活道路や河川などに

大きな被害を受け、その復旧に取り組んできたところであります。８月に入っては、成

人式や戦没者追悼式の実施、白瀑神社のみこしの滝浴びや石川の駒踊り、雄島花火大会

などのイベントが行われました。また、新庁舎の外構工事は順調に進んでおり、９月24

日の業務開始に向けた準備も着々と進めております。

それでは、今議会に提案しております議案についてご説明いたします。

議案第91号、専決処分事項の報告については、７月９日10日と７月18、19日の梅雨前

線豪雨災害に係る災害復旧費として一般会計補正予算に3,252万3,000円を計上いたしま

した。内訳は、農地農業用施設災害復旧費として184万6,000円、林業施設災害復旧費が

1,918万8,000円、公共土木施設災害復旧費に1,148万9,000円となっております。

議案第92号、工事請負契約の締結については、塙地区農業集落排水整備事業のうち処

理場本体の建設工事に係るものであります。

議案第93号、工事請負契約の締結については、塙地区農業集落排水整備事業のうち処

理場の機械電気設備工事に係るものであります。

議案第94号、平成21年度八峰町一般会計補正予算（第７号）は、既定額に7,240万

9,000円を追加して歳入歳出予算の総額を63億3,407万1,000円とするもので、主な内容

としては、八峰町雇用創出活動支援事業補助金に4,000万円の追加を行い、基金に3,062

万2,000円を積むものであります。

以上、今臨時議会でご審議いただく議案は４議案であります。詳細については、各議

案の提案の際説明させますので、よろしくご審議の上適切なご決定を賜りますようお願

い申し上げます。以上であります。

○議長（阿部栄悦君）

日程第４、議案第91号、専決処分事項の報告について（平成21年度八峰町一般会計補

正予算（第６号））を議題とします。

当局の説明を求めます。

○副町長（佐々木正憲君）

はい。

○議長（阿部栄悦君）

佐々木副町長。

○副町長（佐々木正憲君）

おはようございます。

議案第91号、専決処分事項の報告について。

地方自治法第179条第１項の規定により、平成21年度八峰町一般会計補正予算（第６

号）を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の

承認を求めるものであります。



- 4 -

平成21年８月20日提出

八峰町長 加 藤 和 夫

専決処分書。地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

平成２１年度、八峰町一般会計補正予算（第６号）

歳入歳出予算の補正。第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,252万3,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ62億6,166万2,000円とするものであ

ります。

今般提出されております専決処分につきましては、先ほど町長の報告にもありました

とおり、主に７月18,19日の梅雨前線の豪雨災害による復旧工事に係わる専決でござい

ます。

それでは５ページを開いていただきます。

２歳入19款繰越金１項繰越金１目繰越金、補正額3,252万3,000円、一般会計の繰越金

3,252万3,000円です。

次に６ページの３歳出11款災害復旧費１項農林水産業施設災害復旧費１目農地農業用

施設災害復旧費、補正額184万6,000円。13の委託料184万6,000円。内訳でございますが、

これは測量設計の業務委託料の184万6,000円に２つにわたってます。１つ目は、７月9

日、10日の災害による畑谷地区の頭首工の護岸の崩壊による設計委託料でございます。

70万4,000円。２つ目は７月の18、19日の豪雨災害による岩子地区の用水路の法面の崩

壊の復旧工事の測量設計の業務委託、114万2,000円。締めて184万6,000円と、こういう

ことになります。

２目林業施設災害復旧費、補正額1,918万8,000円。節の区分の３の職員手当、９旅費、

11需用費、12役務費、13委託料、14使用料及び賃借料、16原材料費、いずれも７月の18、

19日の集中豪雨による災害のものでございます。３の職員手当の70万2,000円は、職員

の勤務時間外勤務手当でございます。９番は申請等に伴う旅費１万7,000円、11の需用

費15万2,000円は燃料費ですが、これは車の軽油代でございます。12役務費の175万

5,000円の手数料は、復旧に伴う作業員の手数料でございます。……どうも、お待たせ

いたしました。13の委託料365万円、測量設計委託料でございますが、これは同災害の

査定に伴う測量設計の６箇所分でございます。先の全協でもご説明申し上げております

けれども、池の台線、母谷山線、峰浜１号、峰浜２号、米代線に伴うものでございます。

14使用料及び賃借料857万9,000円、自動車等となっておりますが、これはダンプあるい
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はバックホーの借上げ料でございます、重機の借上げ料でございます。16原材料費433

万3,000円、林道補修用の原材料ですが、これは補修のためのズリあるいは割栗石、そ

してフトン籠、側溝の蓋等々でございます。

７ページ、11款災害復旧費２項１目公共土木施設災害復旧費、補正額1,148万9,000円。

節の11の需用費95万6,000円、消耗品でございますが、これは災害復旧に伴う現場用の

消耗品ですが、反射の看板あるいは測量ポール、反射コーン、バリケード等々でござい

ます。12役務費203万8,000円、手数料でございますが、これは各河川の堆積されたもの

の処理あるいは法面の工事の改修等でございます。13委託料350万円、７月の18、19日

の災害の復旧のものですが、これは災害査定に要する測量設計の業務委託でございます。

14使用料及び賃借料342万6,000円、重機等の借上げ料でございます。15工事請負費100

万円、町道岩子大槻野線の災害応急本工事100万円でございますが、実は査定前にこの

箇所が安全確認のために応急措置をしておかなければだめだと。それとともに崩壊され

た土砂の下にですね、擁壁あるいは側溝等がございまして、埋没されておりまして、査

定前にこれを現場を確認するために姿を現さなきゃだめだと、こういうふなことで100

万円でございます。16原材料費56万9,000円、災害復旧の材料費ですが、崩壊された法

面等の改修に伴う原材料でございます。以上でございます。よろしくお願いします。

○議長（阿部栄悦君）

これより、議案第91号について質疑を行います。質疑ありませんか。質疑がないよう

ですので質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論がない

ようですので討論を終わります。

これより議案第91号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり承認すること

にご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（阿部栄悦君） 異議なしと認めます。したがって、議案第91号は原案のとおり承

認されました。

日程第５、議案第92号、工事請負契約の締結についてを議題とします。

当局の説明を求めます。

○建設課長（武田 武君）

はい。議長。

○議長（阿部栄悦君）
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武田建設課長。

○建設課長（武田 武君）

議案第92号工事請負契約の締結についてご説明いたします。平成21年８月11日に指名

競争入札に付した塙地区農業集落排水整備事業題０２４０１号工事について、下記のと

おり請負契約を締結するため、八峰町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

本議会の契約内容でございます。１、契約の目的、塙地区農業集落排水整備事業第０

２４０１号工事でございます。これは、処理場の上屋建築工事でございます。２、契約

金額、4,805万5,770円。３、契約の相手方、八峰町八森字和田表121番地 大森建設株

式会社八森本店 本店長 大森弘、４、支出科目でございます。平成21年度八峰町農業

集落排水事業特別会計、１款事業費、２項農業集落排水事業費、１目農業集落排水事業

費でございます。

提案の理由でございます。八峰町議会の議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により、予定価格が5,000万円以上の工事にかかる契約であ

り、議会の議決を要するためでございます。

本工事の設置場所でございますが、八峰町峰浜塙字横内家下84-1、95-1地内でござい

ます。建物ですけれども鉄筋コンクリート造地上１階、建築面積が296.97平方メートル、

延べ面積では257.43平方メートルとなっております。工期につきましては議会の議決の

翌日から平成22年３月15日までの工期で進めてまいりたいというふうに考えてございま

す。以上、よろしくお願いいたします。

○議長（阿部栄悦君）

これより、議案第92号について質疑を行います。質疑ありませんか。11番柴田正高君。

○11番（柴田正高君）

今回提案されております契約案件は２件であります。１件は今課長から説明がありま

した工事で、これは調査基準価格というものを設けて入札を行っております。この後の

契約案件については最低制限価格を設けて入札を行っております。調査基準価格で入札

を実施したり最低制限価格を設けて契約を実施したりしていることがですね、町の入札

に関して不審を持たれる一因ではないかと思うんですが、どうしてこう調査基準価格で

入札を行うとか最低制限価格で入札を行うとかどちらかにして入札を実施できないかの

かどうか、どういう理由で工事によって調査基準価格を設けて入札を行ったりですね、
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最低制限価格を設けて入札を行ったりするのかその説明と、この工事はですね、調査基

準価格と何百円まで値段がぴったりなんですよね。偶然の一致といえばそれまででしょ

うけども、なんかそういう点がですね、町民から見て不審を抱かせる一因ではないかと

思うんですが、この標準基準価格と最低制限価格の違い、それから工事によってどちら

にするっていうその基準っていうのはあるのかどうか、その点についてお尋ねいたしま

す。

○議長（阿部栄悦君）

伊勢管財課長。

○管財課長（伊勢 均君）

はい。柴田議員のご質問にお答えいたします。まず調査基準価格と最低制限価格の違

いでございますけれども、まずその今の議案では建築工事でございます。で、建築工事

の場合の低入札価格調査制度は2,000万円以上ということで決めております。これがＡ

級業者につきましては3,000万円以上、Ｂ級業者につきましては2,000万から3,000万未

満ということで基準を決めて実施しております。それから落札額が調査価格と同率の85

パーセントで額が同じだというご質問でございますけれども・・・・・・これはあの、

工事、工種によりましてその制限調査価格を・・・・・・すみません。・・・・・・す

みません、ちょっとお待ちください。 すいません、調査価格ですね、上限額を工事価

格の85パーセントから下限額を２／３、工事価格のですね２／３の範囲内で最低制限価

格を決めております。ただいまの議案の分のこの建築の場合は、大変諸経費比率が小さ

いということで、上限額を85パーセントということで設定しております。で、今回の入

札がたまたま85パーセントジャストの入札額で応札されたという経緯がございます。以

上でございます。

○議長（阿部栄悦君）

ほかに質疑ありませんか。11番柴田正高君。

○11番（柴田正高君）

今課長の説明だと金額によって工事額によってですね、最低制限価格で設けて入札を

行う、また調査基準価格で入札を行うと、こういうご説明でしたけども、それこそもっ

と低い…過去にはですね、もっと低い発注額予定額であっても最低制限価格を設けて入

札を実施した例があるんですね。例えばですね、コミュニティセンターの工事やなんか

ですね。そういう例もございますので、なんか今の説明とこう合わないんじゃないかな
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という今感じを持って聞いておったんですが、明確な基準っていうのは本当にあるのか

どうか今一度お尋ねいたします。それから今回のこの4,576万7,400円っていうこの400

円っていうとこまでの一致っていうのは本当に偶然、たまたまという課長の説明であり

ましたけれども、たまたまも偶然もあるわけですけれども、宝くじに当たったようなも

んだと思うんですが、本当に偶然だったのかっていう疑問を持つわけですが。これが85

パーセントの・・・この85パーセント、本来であればたいてい町で85パーセントを標準

価格で設定してそれから０．何下げるとか上げるとかっていうのが、最低制限価格もそ

うだと思うんですけどもね、もう85パーセントに固定するというんであれば限りなくそ

れに近い、もしくは一致する価格になるわけですよ、だから最低制限価格っていうのは

その都度こう下の方が微妙にいくらか変わるはずだとおもうんですが、そういう措置を

今回のこれ・・・85パーセントぴったりにしてそういう措置を講じなかったのかどうか、

その点についてもお尋ねいたします。

○議長（阿部栄悦君）

伊勢管財課長。

○管財課長（伊勢 均君）

まず１点目の低入札価格のこの制度につきましては、平成21年度４月から入札の運用

を行っております。一般土木工事につきましては、低入札価格調査制度、これは2,000

万以上、基準額がＡ級では2,000万以上ということにしております。で、建築工事一式

工事につきましてはＡ級が3,000万以上、それからＢ級業者につきましては2,000万から

3,000万未満ということに設定して基準を設けております。それから最低制限価格につ

きましては130万から2,000万未満の工事、これについて行っております。でＢ級業者に

つきましては500万から2,000万円未満の工事について指名をしてると。でＣ級業者につ

きましては500万未満の工事を指名してると。これは一般土木工事におきましてです。

それから建築一式工事につきましては、同じく最低制限価格のものにつきましてはＣ級

業者につきましては1,000万から2,000万未満のものを指名していると。Ｄ級業者につき

ましては1,000万未満の工事を指名しているという、こういう基準を21年の４月から定

めて運用しております。それから、この85パーセントの件につきましては先ほども申し

ましたけども、工事価格の上限を85パーセント、工事価格の85パーセントを上限に定め

てると。下限につきましては工事価格の２／３ということで定めておりますけれども、

今回のこの建築工事につきましては、諸経費率が非常に低いということでこの上限の85
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パーセントということで設定しております。それであの、400円までぴったしだという

ことでございましたけれども、これは85パーセントをかければこの額が出てくるわけで

して、私どもも一致なりましたのでシュミレーションをかけてみました。大森建設がこ

の400円をもしやめて4,576万7,000円で応札した場合どうなったかというのをちょっと

シュミレーションしてみましたら、３番札が5,276万8,000円という非常に高い金額で入

札してあったものですから、この３つの業者の平均の95パーセントという超差額を下

回ってしまったという経緯になります。そうなるとここでは契約がストップなりまして

調査ということになるというシミュレーションの結果が出ております。以上です。

○議長（阿部栄悦君）

ほかに質疑ありませんか。

（なしの声）

ほかに質疑がないようですので質疑を終わります。これより討論を行います。討論あ

りませんか。

（なしの声）

討論がないようですので討論を終わります。

これより議案第92号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第92号は原案のとおり可決されました。

日程第６、議案第93号、工事請負契約の締結についてを議題とします。当局の説明を

求めます。武田建設課長。

○建設課長（武田 武君）

それでは議案第93号、工事請負契約の締結についてご説明いたします。

平成21年８月11日に指名競争入札に付した塙地区農業集落排水整備事業第０２４０２

号工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、八峰町議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるも

のであります。

契約の内容についてご説明いたします。１、契約の目的です。塙地区農業集落排水整

備事業第０２４０２号工事です。本工事は処理場の機械電気設備の整備工事でございま

す。２、契約金額です。9,109万2,500円。３、契約の相手方、仙台市青葉区葉山町１番
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26号 萱場工業株式会社 代表取締役 萱場昭。４、支出科目でございます。平成21年

度八峰町農業集落排水事業特別会計、１款事業費、３項農業集落排水事業費、１目農業

集落排水事業費です。

提案の理由でございます。八峰町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により、予定価格が５千万以上の工事にかかる契約であり、

議会の議決を要するためでございます。本機械電気設備工事は、先の契約案件の上屋内

に整備するものでございまして、工期は議会の議決の翌日から平成22年３月15日、建築

工事と同じとなっております。説明は以上でございます。

○議長（阿部栄悦君）

これより、議案第93号について質疑を行います。質疑ありませんか。質疑がないよう

ですので質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論がない

ようですので討論を終わります。これより議案第93号を採決します。お諮りします。本

案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（阿部栄悦君） 異議なしと認めます。したがって、議案第93号は原案のとおり承

認されました。

日程第７、議案第94号、平成21年度八峰町一般会計補正予算（第７号）を議題としま

す。

当局の説明を求めます。佐々木副町長。

○副町長（佐々木正憲君）

議案第94号、平成21年度八峰町一般会計補正予算（第７号）、平成21年度八峰町の一

般会計補正予算（第７号）は、次に定める所による。

歳入歳出予算の補正。第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,240万9,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63億3,407万1,000円とするものであ

ります。

５ページの歳入からご説明申し上げます。

５ページ、２歳入10款１項１目地方交付税、補正額3,062万2,000円、節１地方交付税

3,062万2,000円、普通交付税。これは地域雇用創出の推進費に係わる交付税の額が決定

されました。それに伴って3,062万2,000円を基金に積立したいとそういうものでござい

ます。18款４目雇用創出基金繰入金、補正額4,000万円、節１雇用創出基金繰入金4,000
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万円、繰入金。歳出でご説明申し上げますけれども、雇用創出の活動支援の事業費の補

助金に当てたいと、こういうものでございます。

６ページ、19款１項１目繰越金、補正額178万7,000円、１節一般会計繰越金178万7,0

00円。これに伴って保留される財源は１億4,529万1,000円となります。

７ページ、３歳出４款２項１清掃費、補正額80万円、12節役務費80万円、手数料80万

円。これは滝の間地区の海岸に漂着しております流木あるいはゴミ等の収集の処理及び

収集の分でございます。５款１項４目緊急雇用対策費4,000万円、補正額4,000万円、19

節負担金補助及び交付金4,000万円、２補助金、八峰町雇用創出活動支援事業費補助金。

これはあの、雇用創出に係わる基金の取り崩しで実施するものでございます。

教育費の方も１件ございますので、私の方から説明させていただきます。８ページ10

款２項３目塙川小学校費、補正額65万7,000円、７節賃金65万7,000円、校務員の賃金で

ございますが、これは塙川小学校の校務員が長期の療養のために休職されます。それに

伴う代替の用務員の賃金を８月の今日20日から12月末までのものでございます。11款災

害復旧費３項その他公共施設・公用施設災害復旧費、１目その他公共施設・公用施設災

害復旧費、補正額33万円、15節工事請負費33万円、説明の１の泊川の右岸の赤道路面復

旧費15万円。これは横断の側溝の据え付けでございます。２小手萩赤道法面普及工事費

18万円、これは板柵の土塁工の工事でございます。・・・あ、どうもすいません。説明

のところの泊川のところちょっと迷いました。泊川右岸赤道路面復旧工事と、こういう

ことになります。下の方は小手萩赤道法面復旧工事。どうもすみませんでした。

９ページ。13款諸支出金３項基金費10目雇用創出基金費、補正額3,062万2,000円、25

節積立金3,062万2,000円、一般分、3,062万2,000円となっております。これはあの先ほ

ど歳入で申し上げました地方交付税の地域創出のですね、推進費が決定になりまして、

その額の決定に伴ってですね、既に7,000万の積立をやっておりますけれども、残りの3,

062万2,000円を基金に積み立てたいと、こういうものでございます。以上、よろしくお

願いします。

○議長（阿部栄悦君）

これより、議案第94号について質疑を行います。質疑ありませんか。14番見上政子さ

ん。

○14番（見上政子君）

はい、14番。雇用創出基金のことについてちょっとお伺いいたします。ちょっと見当
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違いかもしれないんですけれども、この基金の説明がありましたが、今回の災害でかな

りの町のお金が出まして事業も事業主もかなり仕事が入ると思うんですけれども、特に

測量とかそのへんもかなりの仕事になったと思うんですが、このこういうところに対す

る雇用創出といいますか、町として働きかけ、今回の災害について労働費をこのこれが

適用されるかどうかわからないんですけれども、そういうふうなこととか町の方でこれ

に対して臨時の職員を雇うとか、その災害に伴った何かこう町の働きかけ、それと雇用

創出のこの支援補助っていいますか、これと何かこう関連させて、とにかく若い人達が

仕事が無くて大変だっていう声、町の方で仕事がないかっていうふうな声があちこちと

聞かれるんですけれども、これに伴う何か町としての考え方はなかったもんでしょうか。

お願いします。

○議長（阿部栄悦君）

須藤産業振興課長。

○産業振興課長（須藤德雄）

はい。お答えいたします。町の中の若者を中心として雇用の場が少なくなっていると

いうのはそのとおりでございます。災害の関係につきましては、災害の方のそれぞれの

事業がありまして、それに伴って雇用される方もあるだろうということでありますが、

今回の雇用創出の関係の基金であったり補助につきましては、新たな雇用というものを

目指しておりますし、できれば町の方で３年間は応援するんだけどもその後は自立して

いただくというのが前提にありますので、災害の場合は災害の一時的な雇用になります。

その関係でこの事業を使うということにはならないと思いますが、今後国の方の補助の

災害等もございます、その際には臨時雇用という場もあるかもしれませんけど、その際

にそういうことが雇用の場もあるかもしれないということであります。いずれこの事業

につきましては災害とは全く関係ないということをご了承いただきたいと思います。以

上です。

○議長（阿部栄悦君）

ほかに質疑ありませんか。４番今井一政君。

○４番（今井一政君）

はい。災害復旧費の公共施設関係での赤道関係ですけれども、勉強不足ですみません

ですが、こういうふうな赤道関係も町のお金で復旧工事をするというふうなことなんで

すか。普通赤道は国関係とかというふうなことではないんでしょうか。お教え願います。
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○議長（阿部栄悦君）

伊勢管財課長。

○管財課長（伊勢 均）

はい。赤道、それから水路、青道ですね、これについては管財で管理しておりますの

で、この度もこの２箇所について住民の方から災害の直してもらえないかという要望が

きましたので、今回緊急性が低かったものですから今回の補正で予算を確保してからす

ぐ発注したいと考えております。以上です。

○議長（阿部栄悦君）

４番今井一政君。

○４番（今井一政君）

管財でやってもいいんですが、するとこれ国関係は全然そういうふうな予算に関して

は関与してないというふうなことですね。

○議長（阿部栄悦君）

伊勢管財課長。

○管財課長（伊勢 均）

赤道、水路、青道について、町の方に移管っていいますか贈与受けている部分につい

てでございます。

○議長（阿部栄悦君）

ほかに質疑ありませんか。ほかに質疑がないようですので質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。討論がないようですので討論を終わり

ます。これより議案第94号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。したがって議案第94号は原案のとおり可決されました。

これで本日の日程は全部終了いたしました。会議を閉じます。これをもって平成21年

第６回八峰町議会臨時会を閉会いたします。ご協力ありがとうございました。

午前 １０時４７分 閉 会
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